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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。 

２．△はキャッシュ・フローにおける支出超過を示しております。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 174,273 174,774 174,849 375,759 370,006 

経常利益（百万円） 1,555 1,509 1,018 4,679 4,051 

中間(当期)純利益（百万円） 922 860 570 2,765 1,795 

純資産額（百万円） 33,948 36,472 37,468 35,965 37,107 

総資産額（百万円） 112,971 122,886 120,984 134,072 145,136 

１株当たり純資産額（円） 1,799.98 1,896.18 1,946.90 1,872.33 1,928.85 

１株当たり中間(当期)純利益

（円） 
50.91 44.82 29.64 143.15 93.42 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
48.25 43.88 29.06 132.77 89.68 

自己資本比率（％） 30.1 29.7 31.0 26.8 25.6 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
2,528 2,521 △1,758 1,136 2,508 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△3,183 △308 △209 △3,935 △555 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△273 △729 △306 △479 △1,112 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
5,763 4,895 1,978 3,413 4,253 

従業員数（人） 1,647 1,674 1,689 1,578 1,603 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 170,630 170,770 171,179 368,308 362,240 

経常利益（百万円） 1,616 1,403 1,138 4,411 3,696 

中間(当期)純利益（百万円） 934 854 336 2,627 1,673 

資本金（百万円） 

（発行済株式総数）（千株） 

11,029 

(18,893) 

11,287 

(19,274) 

11,298 

(19,290) 

11,231 

(19,191) 

11,292 

(19,281) 

純資産額（百万円） 33,795 36,168 36,817 35,664 36,690 

総資産額（百万円） 112,081 121,913 119,601 133,050 144,039 

１株当たり純資産額（円） 1,791.84 1,880.51 1,913.04 1,857.55 1,907.12 

１株当たり中間(当期)純利益

（円） 
51.58 44.52 17.50 136.71 87.06 

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益（円） 
48.89 43.59 17.16 126.79 83.57 

１株当たり配当額（円） 15 15 15 30 30 

自己資本比率（％） 30.2 29.7 30.8 26.8 25.5 

従業員数（人） 1,261 1,287 1,305 1,201 1,222 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含

む。）であり、臨時雇用者数（パート・アルバイト・人材会社からの派遣社員）は含まれません。 

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除き、社外からの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数

（パート・アルバイト・人材会社からの派遣社員）は含まれません。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。 

 従業員の親睦団体である「社員会」がありますが、特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

情報機器卸売等販売事業 1,422   

サポート・サービス事業 125   

システムインテグレーション事業 142   

合計 1,689   

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 1,305 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安や原油高による材料

の高騰という不安材料があるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善など概ね好調

に推移いたしました。 

 国内のパソコン業界においては、個人向け市場は、新ＯＳ「Windows Vista(ビスタ)」を普及させるためにワン

セグや地デジ対応などの付加価値を高めたパソコンや新ＯＳ対応の周辺機器やソフトウェアなどが順次発売されま

したが、消費の多様化などにより需要に結びつくような目立った変化はなく、小売業界における家電量販店の再編

の影響もあり、厳しい状況で推移しました。企業向け市場は、企業の収益改善による投資意欲やセキュリティ需要

の高まりなどにより需要は堅調に推移しましたが、競争の激化による価格への影響もあり引き続き厳しいものがあ

りました。 

 このような厳しい状況下で、当グループは、「新たな成長への挑戦～質・量～《ギアチェンジ》」をスローガン

に、量を扱うことに加えて、質の面でも、顧客第一主義、地域密着営業の基本方針とローコストオペレーションの

追求により、顧客に選ばれるディストリビューターを目指すべく営業活動を展開しております。当期においても、

「オーバー・ザ・ミリオン2007」として、当社グループでパソコン本体の取り扱い台数118万台を目標とし上期実

績で56万９千台（前上期実績55万台）を、また、サーバーについても「チャレンジサーバー6.4万台」を目標と定

め、上期実績３万台（前上期実績２万５千台）と拡販を推進しております。また、重点ビジネスカテゴリー商品と

して、「２Ｗａｙ＋サーバー」、「Ｃｉｓｃｏ」、「セキュリティ」、「ストレージ関連」、「サービス＆サポー

ト」、「データベースソフト、ミドルウェア、ソフトウェアライセンス」、「デジタル情報家電」の拡販に注力い

たしました。特に、「Ｃｉｓｃｏ」については、シスコシステムズ社の日本における唯一の認定ディストリビュー

ターとなり、ネットワーク通信分野でのより高度なシステム案件の獲得への大きな戦力として期待しております。

また、地域密着営業を進めるために情報セキュリティの重要性とビジネスチャンスを販売店へ伝え、ユーザーへ確

かな製品・サービスを提供することを目的として、全国の隅々まで「ソフトウェアソリューションセミナー」と

「セキュリティセミナー」を継続実施しております。それらに加えて、当社主催の展示会である「ＤＩＳわぁる

ど」を６月に広島で開催し、好評を博しました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、1,748億49百万円（前年同期比0.0％増）となり、営業利益は

10億99百万円（同31.2％減）、経常利益は10億18百万円（同32.5％減）となりました。 

 また、特別利益で、貸倒引当金戻入益69百万円を計上し、特別損失で、持分法による投資損失１億２百万円を処

理し、中間純利益は５億70百万円（同33.7％減）となりました。 

［情報機器卸売等販売事業］ 

 パソコン本体の価格下落傾向が続くなか、周辺機器、ソフトウェア・ライセンス、サービス＆サポートなどに注

力し拡販に努めました。企業向け市場においては、企業の収益改善による投資やセキュリティ需要の高まりによる

需要により堅調に推移しましたが、消費の多様化や新ＯＳ「ＷindowsＶista（ビスタ）」の販売時期による買い控

えの影響等での個人向け市場における販売低迷をカバーするには至りませんでした。 

 これらの結果、情報機器卸売等販売事業の売上高は、前年同期比0.2％増の1,710億61百万円となり、営業利益

は、同28.6％減の10億21百万円となりました。 



［サポート・サービス事業］ 

 ディーアイエステクノサービス株式会社は、当社と協業でサービス＆サポートの拡販を進めており、キッティン

グ・出張設置などの導入支援サービスや延長保証サービスなどの各種メニューの充実をはかっております。また、

ディーアイエスアートワークス株式会社においては、当社主催の展示会である「ＤＩＳわぁるど」などのイベン

ト・展示会におけるブース設営や各種セールスプロモーショングッズの制作ならびにＰＣハード＆ソフトと市場動

向がわかるＰＣ総合雑誌「ＰＣ－Ｗｅｂｚｉｎｅ」の企画、編集、発行を行っております。 

 この結果、サポート・サービス事業の売上高は、前年同期比0.5％減の16億１百万円となり、営業損益は、32百

万円の損失（前年同期は営業損失14百万円）となりました。 

［システムインテグレーション事業］ 

 ディーアイエスソリューション株式会社は、プロジェクト統括部を中心に品質マネジメントシステムの国際規格

「ＩＳＯ９００１」による業務プロセスの継続的改善を推し進め、システム案件の品質向上に努めております。当

中間期については、一部案件が下期にずれ込んだことなどにより前年を下回る結果となりました。 

 この結果、システムインテグレーション事業の売上高は、前年同期比7.0％減の38億62百万円となり、営業利益

は、同46.4％減の82百万円となりました。 

 なお、売上高には、各セグメント間の内部売上高を含んでおります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは17億58百万円の支出超過となり、投資活動に

よるキャッシュ・フローは２億９百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは３億６百万円の

支出超過となりましたので、当中間連結会計期間末残高の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、22

億74百万円減少し、19億78百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、売上債権が191億48百万円、棚卸資産が18億98百万円減少しましたが、仕入債務が241億

円減少し、税金等調整前中間純利益９億86百万円に加え、減価償却費４億92百万円、法人税等の支払11億33百万円

の発生等により、営業活動によるキャッシュ・フローは17億58百万円の支出超過（前年同期は25億21百万円の収入

超過）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、投資有価証券の取得による支出が74百万円、投資有価証券売却による収入が92百万円、

設備投資等による有形固定資産取得が79百万円、無形固定資産増加額等が99百万円、事務所移転等による保証金減

少額が48百万円あったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは２億９百万円の支出超過（前年同期は

３億８百万円の支出超過）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当当中間連結会計期間は、長期借入金の返済が２億65百万円、長期借入金による収入が２億50百万円、配当金の

支払２億88百万円があったことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは、３億６百万円の支出超過（前

年同期は７億29百万円の支出超過）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 卸売、サポート・サービス等については、受注売上の割合が低いため、受注状況については、システムインテグレ

ーション事業について記載しております。また、システムインテグレーション事業のシステムの制作については、ウ

エイトが低いため、生産実績は記載しておりません。なお、下記の仕入実績及び販売実績の金額はセグメント間の内

部仕入高及び内部売上高を含めて記載しております。 

(1）商品仕入実績 

 （注）１．商品仕入実績の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、仕入価格によっております。 

３．商品仕入実績には、各セグメント間の内部仕入高を含んでおります。 

(2）受注状況 

(3）販売実績 

 （注）１．販売実績の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報機器卸売等販売事業（百万円） 157,763 99.4 

サポート・サービス事業（百万円） 504 98.9 

システムインテグレーション事業（百万円） 2,563 91.4 

合計（百万円） 160,831 99.3 

事業の種類別セグメントの名称 受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

システムインテグレーション事業

（百万円） 
3,826 92.3 391 83.9 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報機器卸売等販売事業（百万円） 171,061 100.2 

サポート・サービス事業（百万円） 1,601 99.5 

システムインテグレーション事業（百万円） 3,862 93.0 

合計（百万円） 176,525 100.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

 なお、平成19年12月７日開催の取締役会におきまして、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針（以下「基本方針」といいます）の策定並びに当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に重大な影響を与える行為が行われようとする場合における株主の皆様への適切な情報提供要請手続（以下「本ポ

リシー」といいます）の導入について決議いたしました。 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

(1）当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み 

① 当社の企業価値の源泉について 

 当社は、広範なＩＴ関連商品のディストリビューターとして、「確かなものを全国すみずみに提供し、自然

と調和した豊かな情報化社会の発展に貢献します。」を、企業理念としてかかげ、全国の様々なお客様に対し

て、ご要望に応じた 適の商品構成を提案し、且つご注文の翌日納品体制を確立することによって、お客様に

とってより高い付加価値のご提供に努めております。 

 この企業活動を支える原動力は、地域密着型の事業戦略の下、全国87ヵ所の地域に根付いている営業拠点と

11地域14ヵ所の専用物流センターであり、当社が独自に開発した販売管理・在庫管理システム等の社内情報イ

ンフラです。この地域に密着した営業活動により、15,000社をこえる販売店網との良好な関係を構築してお

り、商品のみならず、常時数百社をこえる仕入先から取得できる先進の情報を、日常の営業活動だけでなく、

当社が主催するセミナーや展示会を通じてお客様へ提供することが可能となっております。 

 さらに、お客様から得られた、お客様のニーズ、ご要望などのマーケットの情報を、仕入先へフィードバッ

クすることにより、仕入先との、商品開発、マーケティング活動支援を通じた良好な信頼関係が構築され、よ

り有利な条件での商品の調達が可能となっております。 

 また、お客様と仕入先との架け橋となるディストリビューターである当社にとって、人材こそが企業価値の

源泉の中心であります。当社では、「サービスこそ我が社の命」を社是として、安定的な財務基盤の下、長期

的視野に立った人材及び社内情報インフラへの投資を実施し、お客様へのサービスを第一義とする行動指針の

浸透と先進的・専門的知識の習得、資格取得を推進してきたことで、お客様との信頼関係を構築してまいりま

した。 

 このように長期にわたり築き上げてきた、人的資源、施設と情報のインフラストラクチャーとそれらの活用

ノウハウ、お客様、仕入先、地域社会との信頼関係などが一体となったシナジーこそが当社の企業価値の源泉

であり、今後の当社の企業価値の向上のためには、これらは一貫した経営方針の下、更に中長期的に強化すべ

きものと考えております。 

 当社は、今後も、当社の企業価値の源泉の強化に加えて、以下に述べる諸施策を通じて当社の企業価値及び

株主共同の利益の確保・向上に努めて参ります。 

② 中長期的視点に立った企業価値向上への取組み 

 当社は平成24年に迎える創立30周年を見据えて、「新たなる成長への挑戦－質・量－ 《ギア・チェン

ジ》」をスローガンとして、業績と企業価値を安定的に向上させ、信頼されるディストリビューターとして選

ばれ続け、全てのステークホルダーの期待に応えるべく取組みを続けております。 

 基本的な考え方としては、当社がこれまで培ってきた上記に掲げる当社の企業価値の源泉を基盤に、「成長

性」「収益性」「効率性」「安全性」のバランスのとれた事業戦略をすすめることで、日本国内において「顧

客満足度ＮＯ．１、シェアＮＯ．１」となることを目標に掲げております。 

 具体的には、パソコンのコモディティ化と低価格化が進む中で、付加価値の高い商品を重点的に販売するべ

く、新たな取り扱い商品、新しい分野へのビジネスモデルを展開して参ります。特に、当社が日本唯一の認定

ディストリビューターとなった「シスコシステムズ社」の製品については、販売エリア担当社員にも高いスキ

ルが求められ、地域拠点を活かした当社独自の販売展開が可能となるものです。更なる高度な専門知識と資格

を有する人材育成に努め、「シスコシステムズ社」の製品をはじめとして、システム構築案件の販売などによ

り高いスキルが求められる分野に挑戦し、かつ新たなマーケットを開拓していくことを目指しております。 

 更に、販売形態の多様化が進む中で、当社独自の販売管理・在庫管理システムを活用して、ローコストオペ

レーションを追求するとともに、更なる拡大が見込まれるネットビジネス市場に対応した取組みの強化・拡充

に努め、販売機会の拡大を図って参ります。また、企業価値の源泉を維持・拡大し、市場変化のスピードに対

応するために、システム投資を継続して行って参ります。 

 財務戦略といたしましては、変化の激しい市場環境に勝ち抜き、仕入先より継続的、安定的に商品の供給を

うけるためにも、安定的な財務基盤の確立を図ることが重要であると認識しており、資金の効率化、在庫の適

正水準を維持し、借入金に依存することなく、上記目的を達成することを目指しております。加えてＭ＆Ａを

含む戦略的な事業投資や事業提携など、新たな成長基盤確立の為の投資も検討、実施して参ります。 



 当社は、真に株主の皆様の利益に資する為には、持続的・中長期的な企業価値の向上に向けた施策こそが肝

要であるとの観点から、前述の中長期的施策の展開と現状の企業競争力を更に強化・拡充することを基本に、

2008年４月にスタートする、新中期経営計画を策定中であり、策定完了後速やかに、株主・投資家の皆様にそ

の内容のご理解を得て参る考えであります。 

③ コーポレートガバナンス(企業統治)の強化と透明性の向上への取組み 

 当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上していく為には、コンプライアンスの重視はもとより、

コーポーレートガバナンスの強化と透明性の向上が不可欠であると認識しており、意思決定の迅速化や業務執

行取締役の業績責任を明確化することに取組んで参りました。 

 具体的な取り組みとして、取締役の株主の皆様に対する責任をより明確にするために、定款の変更によって

取締役全員の任期を２年から１年に短縮いたしました。さらに、透明性の高い人事・報酬制度の整備の一環と

して、役員報酬関係制度全般の見直しに加え、社外独立取締役の増員等による監督機能の強化を検討し、提案

して参る考えであります。 

 これらの取組みを行う一方、機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個人投資家を対象とした展示

会への参加など、ＩＲ活動の充実を図ることで、株主の皆様との長期的な信頼関係の構築を図って参ります。

(2）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みは、(1）のとおりでありますが、当社の株式

を大量に買い付ける行為を行う者の中には、こうした当社の企業価値の源泉に対する理解に欠き、その買付けの

態様によっては、当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在する可能性があります。 

 例えば、経営を一時的に支配して当社の長期継続的発展に必要なノウハウ、企業秘密情報、知的財産権、主要

取引先や顧客等を買収者やそのグループ会社等に移譲させることを目的とするもの、経営を支配した後に当社の

資産等を自らの債務の担保や弁済原資に当てることを目的とするもの、あるいは経営を一時的に支配して当社の

将来の事業展開、商品開発等の準備資産・資金を減少させるなど当社の企業としての長期継続的発展を犠牲にし

て一時的な高リターンを実現させようとするもの、真に経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ高値で

当社株式を当社やその関係者に引き取らせるもの(いわゆるグリーンメイラー)などは、企業価値及び株主共同の

利益を毀損する買収の例と考えられます。 初の買付株数を51％などにとどめ全株式の買付けを勧誘せず、その

後の買付けの条件を開示せず又は不利益に設定することで結果として株主の皆様に株式の売却を事実上強要した

り、あるいは少数株主として残った株主の皆様の利益を害する買収もあります。 

 そして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、こうした当社の企業価値の源泉を

十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。 

 もっとも、当社は上場会社でございますので、当社の株式の買付行為に応じるか否かは、株主の皆様によって

終的に決定・判断されるべき事項であると認識しております。 

 他方、株主の皆様が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方についてご判断いただくに当た

っては、買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が株主の皆様や当社の経営に与える影響、当社

を取り巻く多くの関係者に対する影響等について、十分な検討時間と情報開示がなされることが重要であると考

えております。 

 このため、当社取締役会は、買収者や買収行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させる行為

であるかどうかについて、十分な検討時間と情報に基づき、適切に判断していただくことを目的として、買収者

に対して買収行為に関する情報提供を要請するとともに、当社取締役会における当該買収行為に関する意見等を

表明しかつ株主の皆様に利益となる相当な代替案が提示される機会を確保するため、本ポリシーを定めた次第で

す。 

２．本ポリシーの内容 

 本ポリシーは、当社株式を大量に買い付けるなど、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に重

要な影響を及ぼす行為が行われようとする場合において、当該行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・

向上させるものであるかどうかについて、株主の皆様に、十分な検討時間と情報に基づき適切にご判断いただくた

め、当該行為を行おうとする者から関連する情報を提供していただくとともに、当社取締役会においても、当該行

為に関して検討を行い、当社取締役会としての意見等を表明させていただき、かつ、株主の皆様に利益となる相当

な代替案が提示される機会を確保するための手続を定めるものであります。 

 本ポリシー対象行為(下記２．(1）参照)は本ポリシー検討期間(下記(4）(a）)の経過までは開始されませんよ

う、ここに要請いたします。 

(1）本ポリシーの手続の対象となる行為(「本ポリシー対象行為」) 

 本ポリシーの対象となる行為は、次の①から③までのいずれかに該当する行為(当社取締役会が予め承認した

行為を除きます。以下「本ポリシー対象行為」といいます)といたします。 



① 当社が発行者である株券等（株券、新株予約権付社債券その他の金融商品取引法第27条の２第１項に規定す

る株券等をいいます。）についての、買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付け等をい

います。以下において別段の定めがない限り同じとします。）の後における公開買付者グループ(注１)の株

券等所有割合の合計（金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合につき、公開買付者及び

特別関係者以外の公開買付者グループに属する者を同項に規定する特別関係者とみなして算出される割合を

いいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。）が20％以上となることを目的とする公開買

付け（金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。以下において別段の定めがない

限り同じとします。）。本ポリシーの効力が生じた日における株券等所有割合が既に20％を超える者が行う

公開買付けを含みます。 

（注１）「公開買付者グループ」とは、公開買付者自身とその特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７

項に規定する特別関係者をいいます。）、公開買付者又は特別関係者と実質的利害を共通にしてい

る者及びこれらの者が実質的に支配し、支配され若しくはこれらの者と共同の支配下にある者又は

これらの者と共同又は協調して行動する者を合わせたグループ（「公開買付者グループ」の範囲

は、本ポリシーの趣旨を潜脱する買収行為を防ぐことを目的として、当社取締役会が(必要により

独立委員会等の意見を考慮して)合理的に判定することとします。）をいいます。なお、公開買付

者が組合その他のファンドである場合には、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事

情が勘案されます。 

② 当社が発行者である株券等（株券、新株予約権付社債券その他の金融商品取引法第27条の23第１項に規定す

る株券等をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。）についての保有者グループ(注

２)が行う買付け等その他の行為(他の株主との間で行う合意その他の行為であって、当該他の株主が共同保

有者となることとなる行為を含みます)であって、当該行為後の当該保有者グループの株券等保有割合（金

融商品取引法第27の23第４項に規定する株券等保有割合につき、株券等の保有者及び共同保有者以外の保有

者グループに属する者を同項に規定する共同保有者とみなして算出した割合をいいます。以下において別段

の定めがない限り同じとします。）が20％以上となるような行為。本ポリシーの効力が生じた日における株

券等保有割合が既に20％を超える保有者グループについては、当該株券等保有割合を１％以上増加させるこ

ととなる行為を含みます。 

（注２）「保有者グループ」とは、当社が発行者である株券等の保有者（金融商品取引法第27条の23第１項

に規定する保有者をいい、同条第３項により保有者とみなされる者を含みます。以下において同じ

とします。）及びその共同保有者、当該保有者又は共同保有者と実質的利害を共通にしている者、

及びこれらの者が実質的に支配し、支配され若しくはこれらの者と共同の支配下にある者又はこれ

らの者と共同又は協調して行動する者を合わせたグループ（「保有者グループ」の範囲は、本ポリ

シーの趣旨を潜脱する買収行為を防ぐことを目的として、当社取締役会が(必要により独立委員会

等の意見を考慮して)合理的に判定することとします。）をいいます。なお、保有者が組合その他

のファンドである場合には、ファンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されま

す。 

③ 当社が行った自己の株式の取得その他当社が行った発行済株式総数又は議決権の総数を減少させる行為のみ

に起因して株券等保有割合が20%以上となった保有者グループが行う行為であって、当該保有者グループの

株券等保有割合が１％以上増加することとなる行為 

(2）独立委員会 

(a） 独立委員会の設置 

 当社は、本ポリシーの導入と同時に、当社において独立委員会を組成いたします。 

 独立委員会は、本ポリシーにおける手続の客観性、合理性及び透明性を確保する観点から、本ポリシー対象

行為を行おうとする者から提供いただく情報の内容の検討、本ポリシー対象行為の内容の検討、本ポリシー対

象行為に対して当社が表明すべき意見の内容の検討その他の当社が本ポリシーに従った手続を進行するに当た

り必要となる事項として当社取締役会が定める事項についての検討を行い、当社取締役会にその検討結果を通

知するものとします。また、当社取締役会は、独立委員会の検討結果を 大限尊重して、本ポリシーの手続を

進行いたします。 

(b） 独立委員会の構成 

 独立委員会は、３人以上の委員によって構成されます。 

 独立委員会の委員は、独立委員会が公正で中立的な判断を行うことができるよう、当社の業務執行を行う経

営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、及び外部有識者の中から当社取締役会が選任するこ

とといたします。 

 独立委員会の委員には当社社外役員が 低１名以上参加するものとし、委員となる外部有識者は、別途当社

取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならないものとしま



す。 

 なお、本ポリシー導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名といたします。 

中田 昭孝 

京都大学大学院法学研究課教授 

「弁護士法人くすのき」弁護士 

山本 博一 

社団法人新交通管理システム協会 理事長 

脇  康夫 

当社監査役 

(c） 独立委員会の運営 

 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数の賛同をもって行うものと

します。 

(3）本ポリシー対象行為を行おうとする者による情報の提供等 

(a） 対象行為概要書の提供等 

 本ポリシー対象行為を行おうとする場合、本ポリシー対象行為の開始に先立ち、当社代表取締役宛に、対象

行為者グループ(公開買付者グループ及び保有者グループ((1)②の共同保有者となる他の株主を含みます)をい

います。以下同じ)の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び開始等をしようとする本ポリ

シー対象行為の概要を記載した当社所定の書式による「対象行為概要書」をご提供いただきますようお願いい

たします。 

(b） 本必要情報の提供の要請 

ⅰ 当社取締役会は、対象行為概要書受領後10営業日以内に、下記の独立委員会の検討の結果を 大限に尊重

し、本ポリシー対象行為を行おうとする者に対し、当初提供を要請すべき対象行為者グループ及び本ポリ

シー対象行為に関する情報(以下「本必要情報」といいます)の内容を決定し、本必要情報のリストを交付

いたします。 

独立委員会は、(a)により提供された対象行為概要書の内容を踏まえて、本ポリシー対象行為に関する当

社取締役会としての意見形成及び株主の適切な判断のために必要十分な情報の提供を要請するという観点

から、本必要情報についての検討を行い、当該検討の結果を当社取締役会に通知するものとします。本必

要情報の一般的な項目の骨子は①対象行為者グループに関する事項 ②本ポリシー対象行為の目的、方法

及び内容に関する事項 ③本ポリシー対象行為に係る買付けの対価の算定に関する事項 ④本ポリシー対

象行為に係る買付資金に関する事項 ⑤本ポリシー対象行為の完了後の当社及び当社グループの経営方

針・事業計画等に関する事項 ⑥本ポリシー対象行為に関連して意思連絡等のある第三者が存在する場合

における当該第三者に関する事項 ⑦本ポリシー対象行為に関連して当社株券等を第三者に譲渡すること

が見込まれる場合における当該譲渡及び当該第三者に関する事項 ⑧本ポリシー対象行為及びそれに付随

した事前行為等が金融商品取引法その他法令を遵守していることに関する事項 ⑨反社会的勢力又はテロ

関連組織との関連性の有無に関する事項 ⑩その他本ポリシー対象行為に関連する事項として当社取締役

会又は独立委員会が必要と判断した事項 です。本必要情報リストにおいて要請される情報の具体的内容

は、対象行為者グループの属性、本ポリシー対象行為の目的及び内容によって異なります。 

本ポリシー対象行為を行おうとする者におかれましては、本必要情報のリスト受領後遅滞なく、当該リス

トに従い、当社に対して、本必要情報の提供を行っていただきますようお願いいたします。 

ⅱ 当社取締役会は、下記(4）の検討その他本ポリシーに基づく手続の進行のために必要がある場合には、独

立委員会の意見を踏まえて、対象行為者グループに対し、追加的な情報提供の要請をすることがありま

す。 

ⅲ 対象行為者グループから当社が受領した情報(対象行為概要書、本必要情報、追加的に提供された情報そ

の他の事由により当社が受領した情報を含みます)の内容の開示につきましては、当社取締役会として、

関係法令及び金融商品取引所規則等に則り、適切に対応いたします。また、これらの情報の中に対象行為

者グループにとって守秘性が高い秘密情報が含まれていると認められる場合には、当社取締役会は、その

取扱いについて対象行為者グループとの間で真摯に協議いたします。 

(4）取締役会及び独立委員会による本ポリシー対象行為に関する検討等 

(a） 当社取締役会による本ポリシー対象行為の検討等 

ⅰ 当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した日の翌日から起算して60営業日を経過する時までの間(以

下「本ポリシー検討期間」といいます)、対象行為者グループ及び本ポリシー対象行為に対する当社とし

ての意見形成のための検討等を行うものとします。なお本ポリシー検討期間は、独立委員会の意見も踏ま

え合理的理由により延長される場合があります(延長された場合、当該理由は必要により開示されるもの

とします)。 



ⅱ 当社取締役会は、本ポリシー検討期間内において、必要に応じ、本ポリシー対象行為に対する代替案の検

討並びに対象行為者グループとの本ポリシー対象行為に関する協議及び交渉を行うことがあります。 

(b） 独立委員会による本ポリシー対象行為の検討等 

ⅰ 独立委員会は、本ポリシー検討期間内において、本ポリシー対象行為の内容、当社取締役会の代替案の内

容及び対象行為者グループと当社との協議・交渉等を踏まえて、対象行為者グループ及び本ポリシー対象

行為についての独立委員会としての意見(次の①及び②に掲げる意見を含みます。以下「独立委員会意

見」といいます)を決定するため、必要な検討を行い、その結果を当社取締役会に通知するものとしま

す。 

① 本ポリシー対象行為が下記(6) に記載する「不適切な買付け等に該当する行為」であるか否かに関す

る意見 

② 対象行為者グループ及び本ポリシー対象行為について株主が適切な判断を行うために必要と考えられ

る情報に関する意見 

ⅱ 独立委員会は、当社取締役会に対して、本ポリシー対象行為に対する当社取締役会における検討状況、代

替案がある場合における代替案、その他独立委員会意見の決定のために必要と判断した情報を提供するよ

う要請することができます。また、独立委員会は、当社の取引先、顧客その他の利害関係者に対しても、

情報の提供を求める場合があります。 

(5) 取締役会による本ポリシー対象行為に対する意見表明等 

 当社取締役会は、独立委員会意見を 大限尊重して、対象行為者グループ及び本ポリシー対象行為に対する当

社としての意見形成を行うとともに、株主の皆様の適切な判断に資する情報(下記①から⑤までの情報を含みま

す)で、かつ、当社が開示すべき情報の内容について決定します。 

① 本ポリシー対象行為が、下記(6) に記載する「不適切な買付け等に該当する行為」であるかどうかについて

の当社として形成した意見 

② ①のほか、対象行為者グループ及び本ポリシー対象行為に対する当社として形成した意見 

③ 当社取締役会による本ポリシー対象行為に対する代替案があるときは、当該代替案の内容 

④ 当社と対象行為者グループとの間で行われた本ポリシー対象行為に関する協議・交渉の内容・過程 

⑤ その他対象行為者グループ及び本ポリシー対象行為について株主が適切な判断を行うために必要と考えられ

る当社が開示すべき情報 

(6) 不適切な買付け等に該当する行為 

① 下記のいずれかの類型に該当する行為 

(a）株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為 

(b）当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に対象行為者グループそ

の他の関係者の利益を実現する経営を行う行為 

(c）当社の資産を対象行為者グループその他の関係者の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

(d）当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要な資産や資金を減少させるなど、当社

の継続的発展を犠牲にして一時的な高いリターンを得ようとする行為 

(e）その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社の利害関係者の利益を不当に害することで対象

行為者グループその他の関係者が利益をあげる態様の行為 

② 本ポリシー対象行為に係る取引の仕組み及び内容等の全部又は一部が、関連する法令及び規則等を遵守して

いない行為 

③ 本ポリシー対象行為に係る取引の仕組み及び内容が、本ポリシー対象行為に基づく買収に応じることを当社

株主に事実上強要するおそれがある行為 

④ 本ポリシー対象行為を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供され

ていること、その他本ポリシーの手続に即した真摯な対応がなされていない場合における当該本ポリシー対

象行為 

⑤ 当社の本源的価値に照らして不十分又は不適切であると認められる条件による提案を内容とする行為 

⑥ その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理的に認められない行為 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当する事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 29,000,000 

計 29,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 19,290,303 19,291,042 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

－ 

計 19,290,303 19,291,042 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成16年10月28日発行） 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株予約権の行使による増加であります。 

２．平成19年10月１日から平成19年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数0千株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 1,042 1,041 

新株予約権の数（個） 1,042 1,041 

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 770,140 769,401 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,353 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年12月１日 

至 平成21年９月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,353 

677 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失

した場合には、以後本新株予約権を行

使することはできない。また、各本新

株予約権の一部について行使請求する

ことはできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

旧商法第341条ノ２第４項の定めにより

本社債の社債部分と本新株予約権のう

ち一方のみを譲渡することはできな

い。 

同左 

代用払込みに関する事項 

旧商法第341条ノ３第１項第７号および

第８号により、本社債の社債権者が本

新株予約権を行使したときは本社債の

全額の償還に代えて当該本新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全

額の払込とする旨の請求があったもの

とみなす。 

同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ －  

年月日 
発行済株式総数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減
額（百万
円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金
増減額（百
万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成19年４月１日～ 

 平成19年９月30日 

 （注）１ 

8,868 19,290,303 6 11,298 5 11,478 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）、野村信託銀行株式会社（投信口）、資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口）及び資産管理サ

ービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであり

ます。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）1,220千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    679千株 

野村信託銀行株式会社（投信口）            468千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口）     382千株 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）  323千株 

２ 平成19年９月27日（報告義務発生は平成19年９月21日）にエフィッシモ キャピタル マネージメント ピ

ーティーイー エルティーディーから、大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されております

が、当社としては当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができません。その大量保有報告書の内容

は次のとおりであります。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式

数 
（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

大和紡績株式会社 大阪市中央区久太郎町３丁目６－８ 4,648 24.10 

バンクオブニューヨークジーシーエムクラ

イアントアカウントジェイピーアールディ

アイエスジーエフイーエイシー 

（常任代理人株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET, 

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号

決済事業部） 

2,126 11.02 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,220 6.33 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 679 3.52 

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 468 2.43 

ダイワボウ情報システム従業員持株会 大阪市中央区本町３丁目２－５ 405 2.10 

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金

信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－12晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワー

Ｚ棟 

382 1.98 

ゴールドマンサックスインターナショナル 

（常任代理人ゴールドマン・サックス証券

株式会社） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 

（東京都港区六本木６丁目10番１号六本

木ヒルズ森タワー） 

333 1.73 

シービーエヌワイディエフエイインターナ

ショナルキャップバリューポートフォリオ 

（常任代理人シティバンク銀行株式会社） 

1299 OCEAN AVENUE 11F, SANTA MONIC

A, CA 90401 USA  

（東京都品川区東品川２丁目３番14号） 

327 1.70 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券

投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－12晴海アイ

ランドトリトンスクエアオフィスタワー

Ｚ棟 

323 1.67 

計 － 10,914 56.58 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の

数（千株） 

株券等保有割合

（％） 

エフィッシモ キャピタル マネー

ジメント ピーティーイー エルテ

ィーディー 

260 オーチャードロード＃12-06 

ザヒーレン シンガポール 238855 
2,580 13.38 



３ 平成19年５月22日（報告義務発生は平成19年５月15日）に野村證券株式会社及びその共同保有者である野村

アセットマネジメント株式会社から、大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されておりますが、

当社としては当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができません。その大量保有報告書の内容は次

のとおりであります。 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「単元未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式が333株含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の

数（千株） 

株券等保有割合

（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 37 0.19 

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 1,290 6.69 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 44,500 － 
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式  

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,025,500 38,051 同上 

単元未満株式 普通株式 220,303 － 同上 

発行済株式総数   19,290,303 － － 

総株主の議決権 － 38,051 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ダイワボウ情報システム

株式会社 

大阪市中央区本町

３丁目２番５号 
44,500 － 44,500 0.23 

計 － 44,500 － 44,500 0.23 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,680 1,655 1,679 1,686 1,474 1,589 

最低（円） 1,560 1,429 1,507 1,415 1,262 1,338 

 役職の異動  

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 
販売推進本部長兼マーケティング部長 

兼eコマース推進部長兼業務部長 

販売推進本部長兼マーケティング部長 

兼eコマース推進部長 
野上 義博 平成19年７月21日



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     4,895 1,978   4,253 

２．受取手形及び売掛金 ※１   75,678 74,872   94,042 

３．たな卸資産     16,762 18,604   20,502 

４．繰延税金資産     759 782   820 

５．未収入金     2,962 3,392   4,130 

６．その他     213 270   144 

貸倒引当金     △127 △155   △258 

流動資産計     101,144 82.3 99,745 82.4   123,635 85.2 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※２       

(1）建物及び構築物     3,913 3,760   3,820 

(2）土地     9,094 9,094   9,094 

(3）その他     722 563   625 

有形固定資産計     13,730 11.2 13,418 11.1   13,540 9.3 

２．無形固定資産         

(1）借地権     330 330   330 

(2）ソフトウェア     1,942 1,487   1,743 

(3）ソフトウェア仮勘定     12 89   14 

(4）その他     88 88   88 

無形固定資産計     2,373 1.9 1,996 1.7   2,177 1.5 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券     3,377 3,223   3,288 

(2）繰延税金資産     367 598   544 

(3）差入保証金     1,684 1,792   1,744 

(4）その他     344 933   899 

貸倒引当金     △136 △722   △693 

投資その他の資産計     5,637 4.6 5,824 4.8   5,782 4.0 

固定資産計     21,741 17.7 21,238 17.6   21,500 14.8 

資産合計     122,886 100.0 120,984 100.0   145,136 100.0 

          

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形及び買掛金 ※１   74,040 71,011   95,086 

２．短期借入金     980 2,132   1,450 

３．未払法人税等     484 495   1,155 

４．賞与引当金     1,112 1,144   1,088 

５．役員賞与引当金     25 10   92 

６．その他     2,351 2,528   2,334 

流動負債計     78,993 64.3 77,323 63.9   101,206 69.7 

Ⅱ 固定負債         

１．新株予約権付社債     1,064 1,042   1,054 

２．長期借入金     4,100 2,842   3,540 

３．退職給付引当金     632 672   631 

４．役員退職給与引当金     257 263   287 

５．その他     1,366 1,371   1,308 

固定負債計     7,420 6.0 6,192 5.1   6,821 4.7 

負債合計     86,414 70.3 83,515 69.0   108,028 74.4 

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本                   

１．資本金     11,287 9.2 11,298 9.3   11,292 7.8

２．資本剰余金     11,467 9.3 11,478 9.5   11,472 7.9

３．利益剰余金     13,602 11.1 14,530 12.0   14,248 9.8

４．自己株式     △56 △0.0 △62 △0.0   △60 △0.0

株主資本合計     36,301 29.6 37,244 30.8   36,953 25.5 

Ⅱ 評価・換算差額等                   

１．その他有価証券評価差額
金 

    168 0.1 224 0.2   154 0.1

評価・換算差額等合計     168 0.1 224 0.2   154 0.1 

Ⅲ 少数株主持分     2 0.0 － －   － － 

純資産合計     36,472 29.7 37,468 31.0   37,107 25.6 

負債純資産合計     122,886 100.0 120,984 100.0   145,136 100.0 

          



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     174,774 100.0 174,849 100.0   370,006 100.0 

Ⅱ 売上原価     161,722 92.5 162,102 92.7   342,860 92.7 

売上総利益     13,051 7.5 12,746 7.3   27,146 7.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   11,453 6.6 11,647 6.7   22,919 6.2 

営業利益     1,598 0.9 1,099 0.6   4,227 1.1 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息   0 8 5   

２．受取配当金    8 8 12   

３．販売支援金   36 29 93   

４．受取賃貸料   15 11 29   

５．投資事業組合収益   5 － 4   

６．投資有価証券売却益   － 49 0   

７．事務所移転補償金   11 － －   

８．その他   33 111 0.1 24 131 0.1 55 200 0.1 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   57 59 108   

２．支払保証料   52 47 99   

３．持分法による投資損失   68 46 72   

４．新株予約権付社債転換費
用 

  2 1 3   

５．その他   20 200 0.1 57 211 0.1 91 376 0.1 

経常利益     1,509 0.9 1,018 0.6   4,051 1.1 

Ⅵ 特別利益                   

１．貸倒引当金戻入益   64 64 0.0 69 69 0.1 － － － 

Ⅶ 特別損失         

１．投資有価証券評価損   － － 102   

２．持分法による投資損失 ※２  － 102 －   

３．貸倒引当金繰入額 ※３  － － 579   

４．持分変動損   0 0 0.0 － 102 0.1 1 683 0.2

税金等調整前中間(当期)
純利益 

    1,573 0.9 986 0.6   3,367 0.9 

法人税、住民税及び事業
税 

  470 478 1,558   

法人税等調整額   243 713 0.4 △62 416 0.3 14 1,572 0.4 

少数株主利益     0 0.0 － －   0 0.0 

中間(当期)純利益     860 0.5 570 0.3   1,795 0.5 

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 11,231 11,411 13,122 △53 35,712 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 56 55     112 

剰余金の配当（注）     △287   △287 

役員賞与（注）     △94   △94 

中間純利益     860   860 

自己株式の取得       △2 △2 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） 56 55 479 △2 588 

平成18年９月30日 残高（百万円） 11,287 11,467 13,602 △56 36,301 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評価

差額金 
評価・換算差額等合

計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 253 253 1 35,967 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行       112 

剰余金の配当（注）       △287 

役員賞与（注）       △94 

中間純利益       860 

自己株式の取得       △2 

自己株式の処分       0 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
△84 △84 0 △84 

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △84 △84 0 504 

平成18年９月30日 残高（百万円） 168 168 2 36,472 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高（百万円） 11,292 11,472 14,248 △60 36,953 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 6 5     12 

剰余金の配当     △288   △288 

中間純利益     570   570 

自己株式の取得       △3 △3 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） 6 6 281 △2 290 

平成19年９月30日 残高（百万円） 11,298 11,478 14,530 △62 37,244 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成19年３月31日 残高（百万円） 154 154 37,107 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行     12 

剰余金の配当     △288 

中間純利益     570 

自己株式の取得     △3 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 
69 69 69 

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） 69 69 360 

平成19年９月30日 残高（百万円） 224 224 37,468 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 11,231 11,411 13,122 △53 35,712 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 61 60     122 

剰余金の配当（注）     △287   △287 

剰余金の配当      △288   △288 

役員賞与（注）     △94   △94 

当期純利益     1,795   1,795 

自己株式の取得       △7 △7 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計（百万円） 61 61 1,125 △6 1,240 

平成19年３月31日 残高（百万円） 11,292 11,472 14,248 △60 36,953 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評価

差額金 
評価・換算差額等合

計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 253 253 1 35,967 

連結会計年度中の変動額        

新株の発行       122 

剰余金の配当（注）       △287 

剰余金の配当        △288 

役員賞与（注）       △94 

当期純利益       1,795 

自己株式の取得       △7 

自己株式の処分       0 

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額） 
△98 △98 △1 △100 

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △98 △98 △1 1,140 

平成19年３月31日 残高（百万円） 154 154 － 37,107 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間(当期)純利益   1,573 986 3,367 

減価償却費   527 492 1,048 

賞与引当金の増減額   44 56 19 

役員賞与引当金の増減額   25 △82 92 

役員退職給与引当金の増減額   △42 △23 △11 

退職給付引当金の増減額   △14 40 △15 

貸倒引当金の増減額   △94 △73 591 

持分法による投資損益   68 148 72 

投資有価証券売却益   － △49 － 

投資有価証券評価損   － － 102 

投資事業組合損益   △5 18 △4 

固定資産除却損   2 12 9 

受取利息及び受取配当金   △9 △16 △17 

支払利息   57 59 108 

持分変動損益   0 － 1 

売上債権の増減額   11,338 19,148 △7,557 

未収入金の増減額   443 737 △723 

たな卸資産の増減額   229 1,898 △3,510 

仕入債務の増減額   △10,416 △24,100 10,642 

未払消費税等の増減額   0 258 △116 

役員賞与の支払額   △94 － △94 

その他   △72 △142 13 

小計   3,563 △628 4,019 

利息及び配当金の受取額   60 62 68 

利息の支払額   △47 △58 △100 

法人税等の支払額   △1,055 △1,133 △1,478 

営業活動によるキャッシュ・フロー   2,521 △1,758 2,508 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

投資有価証券の取得による支出   △166 △74 △256 

投資有価証券の売却による収入   59 92 105 

有形固定資産の取得による支出   △263 △79 △333 

有形固定資産の売却による収入   0 0 1 

無形固定資産等の増減額   △48 △99 △122 

差入保証金の増減額   70 △48 11 

投資その他の資産の増減額   39 △0 37 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △308 △209 △555 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

長期借入れによる収入   2,300 250 2,950 

長期借入金の返済による支出   △2,740 △265 △3,480 

親会社による配当金の支払額   △287 △288 △575 

自己株式売却による収入   0 0 0 

自己株式取得による支出   △2 △3 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △729 △306 △1,112 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減   1,482 △2,274 840 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   3,413 4,253 3,413 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高 
  4,895 1,978 4,253 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関す

る事項 

 子会社４社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社 

ディーアイエス物流㈱ 

ディーアイエスソリューション㈱ 

ディーアイエステクノサービス㈱ 

ディーアイエスアートワークス㈱ 

 なお、前連結会計期間において連

結子会社であった、ディーアイエス

システム販売㈱は清算したため、連

結の範囲より除いております。 

 子会社４社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社 

ディーアイエス物流㈱ 

ディーアイエスソリューション㈱ 

ディーアイエステクノサービス㈱ 

ディーアイエスアートワークス㈱ 

 子会社４社は全て連結しておりま

す。 

連結子会社 

ディーアイエス物流㈱ 

ディーアイエスソリューション㈱ 

ディーアイエステクノサービス㈱ 

ディーアイエスアートワークス㈱ 

 なお、前連結会計年度において連

結子会社であった、ディーアイエス

システム販売㈱は清算したため、連

結の範囲より除いております。 

２．持分法の適用に関

する事項 

 関連会社２社は持分法を適用して

おります。 

持分法適用関連会社 

㈱ＺＯＡ 

トーメンサイバービジネス㈱ 

 関連会社２社は持分法を適用して

おります。 

持分法適用関連会社 

㈱ＺＯＡ 

ＴＣＢテクノロジーズ㈱ 

 関連会社２社は持分法を適用して

おります。 

持分法適用関連会社 

㈱ＺＯＡ 

ＴＣＢテクノロジーズ㈱ 

 なお、トーメンサイバービジネス

㈱は平成18年10月１日に社名をＴＣ

Ｂテクノロジーズ㈱に変更しており

ます。 

３．連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

 すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。 

同左  すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。 

４．会計処理基準に関

する事項 

      

(1）重要な資産の評

価基準及び評価方

法 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理、売却原価は主とし

て移動平均法により算定） 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理、売却原価は主として移

動平均法により算定） 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

主として移動平均法による原価

法 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却

資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ３年～42年 

その他     ２年～20年 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ３年～42年 

その他     ２年～20年 

（会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ３年～42年 

その他     ２年～20年 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    (追加情報) 

当社及び連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

格との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。 

  

  ② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  ③ 長期前払費用 

期間内均等償却 

③ 長期前払費用  

同左  

③ 長期前払費用 

同左  

(3）重要な引当金の

計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

の特定の債権については、個別

の回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額を計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当連結会計年度末

における支給見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

 これにより、前連結会計年度

と同一の基準を適用した場合と

比べて、販売費及び一般管理費

が25百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間

純利益がそれぞれ同額減少して

おります。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響は、セグメント情報の注

記に記載しております。 

③ 役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当連結会計年度末

における支給見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当連結会計年度末

における支給見込額を計上して

おります。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

  これにより、前連結会計年度

と同一の基準を適用した場合に

比べて、販売費及び一般管理費

が92百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ同額減少して

おります。 

  なお、セグメント情報に与え

る影響は、セグメント情報の注

記に記載しております。 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

  ⑤ 役員退職給与引当金 

 役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末退職

金要支給額を計上しておりま

す。 

⑤ 役員退職給与引当金 

同左 

⑤ 役員退職給与引当金 

 役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末退職金要

支給額を計上しております。 

(4）重要な外貨建の

資産又は負債の本

邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は中間連結決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

同左  外貨建金銭債権債務は連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

(5）重要なリース取

引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

(6）重要なヘッジ会

計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理

を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の事業遂行に伴い発生す

るリスクの低減を目的として、

それぞれのリスクに応じたヘッ

ジ手段を適切かつ適時に実行す

る方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期の到来する、

容易に換金かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的

な投資。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

36,470百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

 ──────   （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

37,107百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形        1,310百万円 

支払手形        2,229百万円 

※１ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形        1,410百万円 

支払手形        2,288百万円 

※１ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当連結会計年

度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。 

受取手形               1,453 百万円 

支払手形               2,658 百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,431百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,669百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

   4,575 百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次のとおりであります。 

給与及び賞与 3,872百万円

賞与引当金繰入額 1,003百万円

役員賞与引当金繰入額 25百万円

退職給付費用 127百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
34百万円

荷造運賃 1,260百万円

減価償却費 515百万円

賃借料 995百万円

貸倒引当金繰入額 2百万円

給与及び賞与 3,925百万円

賞与引当金繰入額 1,117百万円

役員賞与引当金繰入額 10百万円

退職給付費用 150百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
31百万円

荷造運賃 1,250百万円

減価償却費 472百万円

賃借料 1,048百万円

貸倒引当金繰入額 －百万円

給与及び賞与 8,605百万円

賞与引当金繰入額 1,062百万円

役員賞与引当金繰入額 92百万円

退職給付費用 240百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
62百万円

荷造運賃 2,634百万円

減価償却費 1,024百万円

賃借料 1,998百万円

貸倒引当金繰入額 71百万円

※２      ────── ※２  持分法による投資損失は、関係会社

株式について、のれん相当額を時価ま

で減損処理したことによるものであり

ます。 

※２      ────── 

※３      ────── ※３      ────── ※３  平成19年２月に破産申立をおこない

ましたサクセス社に対するものであり

ます。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．発行済株式の株式数の増加82,775株は新株予約権付社債の株式の転換による増加であります。 

２．自己株式の株式数の増加1,464株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少44株は単元未満株式の買

増しによる減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

 
前連結会計年度末株式
数（株） 

当中間連結会計期間増
加株式数（株） 

当中間連結会計期間減
少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 19,191,270 82,775 － 19,274,045 

合計 19,191,270 82,775 － 19,274,045 

自己株式        

普通株式 39,176 1,464 44 40,596 

合計 39,176 1,464 44 40,596 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 287 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月２日 

取締役会 
普通株式 288 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月６日



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．発行済株式の株式数の増加8,868株は新株予約権付社債の株式の転換による増加であります。 

２．自己株式の株式数の増加2,241株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少447株は単元未満株式の買

増しによる減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

 
前連結会計年度末株式
数（株） 

当中間連結会計期間増
加株式数（株） 

当中間連結会計期間減
少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 19,281,435 8,868 － 19,290,303 

合計 19,281,435 8,868 － 19,290,303 

自己株式        

普通株式 43,039 2,241 447 44,833 

合計 43,039 2,241 447 44,833 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 288 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月１日 

取締役会 
普通株式 288 利益剰余金 15 平成19年９月30日 平成19年12月６日



前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．発行済株式の株式数の増加90,165株は新株予約権付社債の株式の転換による増加であります。 

２．自己株式の株式数の増加4,307株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少444株は単元未満株式の買

増しによる減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株式
数（株） 

当連結会計年度増加株
式数（株） 

当連結会計年度減少株
式数（株） 

当連結会計年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 19,191,270 90,165 － 19,281,435 

合計 19,191,270 90,165 － 19,281,435 

自己株式        

普通株式 39,176 4,307 444 43,039 

合計 39,176 4,307 444 43,039 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 287 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月２日 

取締役会 
普通株式 288 15 平成18年９月30日 平成18年12月６日 

決議 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 288 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額の関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額の関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額の

関係 

現金及び預金勘定 4,895百万円

現金及び現金同等物 4,895百万円

現金及び預金勘定 1,978百万円

現金及び現金同等物 1,978百万円

現金及び預金勘定 4,253百万円

現金及び現金同等物 4,253百万円

２．差入保証金のうち、金利を収受し、投資

として運用している営業保証金に係る収

入・支出については、その他の差入保証

金とともに投資活動によるキャッシュ・

フローに含めて表示しております。 

２．       同左 ２．       同左 

３．重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債の株式への

転換による資本金増加額 

56百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による資本準備金増加額 

55百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による新株予約権付社債

減少額 

112百万円

３．重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債の株式への

転換による資本金増加額 

6百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による資本準備金増加額

5百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による新株予約権付社債

減少額 

12百万円

３．重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債の株式への

転換による資本金増加額 

61百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による資本準備金増加額 

60百万円

新株予約権付社債の株式への

転換による新株予約権付社債

減少額 

122百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転するも

のと認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転するも

のと認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転するも

のと認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

有形固定資
産 
（その他） 

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

器具及び備
品 

503 217 286 

機械装置 252 173 78 

合計 755 390 364 

有形固定資
産 
（その他） 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

器具及び備
品 

597 307 289 

機械装置 234 130 103 

合計 831 438 393 

有形固定資
産 
（その他） 

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備
品 

544 250 293 

機械装置 310 197 112 

合計 854 448 406 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 136百万円

１年超 228百万円

合計 364百万円

１年内 140百万円

１年超 253百万円

合計 393百万円

１年内 143百万円

１年超 262百万円

合計 406百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 80百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 81百万円

減価償却費相当額 81百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 160百万円

減価償却費相当額 158百万円

支払利息相当額 0百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース物件のうち重要なものについて

は、リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

なお、その他のリース物件の取得価額

相当額及び未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法によって算定しております。 

同左 リース物件のうち重要なものについて

は、リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

なお、その他のリース物件の取得価額

相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によって

算定しております。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 70百万円

１年超 101百万円

合計 171百万円

１年内 76百万円

１年超 122百万円

合計 198百万円

１年内 70百万円

１年超 104百万円

合計 175百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （参考）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時

価のあるもののうち、減損処理を行っているものはありません。なお、減損処理に当たっては、当中間連

結会計期間における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30％～50％

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認めた銘柄について減損処理を行うこととしておりま

す。 

２．時価評価されていない有価証券 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （参考）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時

価のあるもののうち、減損処理を行っているものはありません。なお、減損処理に当たっては、当中間連

結会計期間における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30％～50％

下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認めた銘柄について減損処理を行うこととしておりま

す。 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 680 937 257 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 610 636 26 

合計 1,290 1,574 283 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 324 

関係会社株式 1,478 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 827 1,176 349 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 557 584 27 

合計 1,384 1,761 376 



２．時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （参考）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において、その他有価証券で時価の

あるもののうち、減損処理を行っているものはありません。なお、減損処理に当たっては、当連結会計年

度における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30％～50％下落した

場合には、回復可能性等を考慮して必要と認めた銘柄について減損処理を行うこととしております。 

２．時価評価されていない有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

金利スワップ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象から除いております。 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

金利スワップ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象から除いております。 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

金利スワップ取引はすべてヘッジ会計が適用されておりますので注記の対象から除いております。 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 183 

関係会社株式 1,278 

  
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1）株式 760 978 218 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 572 614 41 

合計 1,333 1,592 259 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 222 

関係会社株式 1,473 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、顧客種類、販売方法、事業の収益性・成長性、事業リスク等の類似性を考慮して区分しており

ます。各事業の内容はつぎのとおりであります。 

２．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）③に記載のとおり、当中間連結会計期間

より「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ

て、「情報機器卸売等販売事業」の営業費用が25百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、顧客種類、販売方法、事業の収益性・成長性、事業リスク等の類似性を考慮して区分しており

ます。各事業の内容はつぎのとおりであります。 

  

情報機器卸
売等販売事
業 
（百万円） 

サポート・
サービス事
業 
（百万円） 

システムイ
ンテグレー
ション事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 170,562 317 3,893 174,774 － 174,774 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
92 1,291 257 1,642 △1,642 － 

計 170,655 1,609 4,151 176,417 △1,642 174,774 

営業費用 169,225 1,624 3,998 174,847 △1,671 173,175 

営業利益（又は営業損失） 1,430 △14 153 1,569 28 1,598 

事業区分 主な事業内容 

情報機器卸売等販売事業 パソコン等の二次卸売店への販売、法人顧客等への販売及びこれに関連するサービス事業 

サポート・サービス事業 
パソコン販売業者に対する商品修理等のサポート及びパソコンユーザーに対するパソコン

操作等のサポート及びこれに関連するサービス事業 

システムインテグレーシ

ョン事業 
システム開発、搬入設置工事、ネットワーク構築及びこれらに関するサービス事業 

  

情報機器卸
売等販売事
業 
（百万円） 

サポート・
サービス事
業 
（百万円） 

システムイ
ンテグレー
ション事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 170,975 341 3,533 174,849 － 174,849 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
86 1,260 329 1,675 △1,675 － 

計 171,061 1,601 3,862 176,525 △1,675 174,849 

営業費用 170,039 1,634 3,779 175,454 △1,704 173,750 

営業利益（又は営業損失） 1,021 △32 82 1,071 28 1,099 

事業区分 主な事業内容 

情報機器卸売等販売事業 パソコン等の二次卸売店への販売、法人顧客等への販売及びこれに関連するサービス事業 

サポート・サービス事業 
パソコン販売業者に対する商品修理等のサポート及びパソコンユーザーに対するパソコン

操作等のサポート及びこれに関連するサービス事業 

システムインテグレーシ

ョン事業 
システム開発、搬入設置工事、ネットワーク構築及びこれらに関するサービス事業 



前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、顧客種類、販売方法、事業の収益性・成長性、事業リスク等の類似性を考慮して区分しており

ます。各事業の内容はつぎのとおりであります。 

２．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．(3）③に記載のとおり、当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連

結会計年度の営業費用は、「情報機器卸売等販売事業」が72百万円、「システムインテグレーション事業」

が20百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 海外子会社および連結会社の海外事業所はありませんので、該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 海外子会社および連結会社の海外事業所はありませんので、該当事項はありません。 

 前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 海外子会社および連結会社の海外事業所はありませんので、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

  

情報機器卸
売等販売事
業 
（百万円） 

サポート・
サービス事
業 
（百万円） 

システムイ
ンテグレー
ション事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 361,766 707 7,533 370,006 － 370,006 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
210 2,628 534 3,373 △3,373 － 

計 361,976 3,335 8,067 373,380 △3,373 370,006 

営業費用 358,216 3,254 7,738 369,209 △3,430 365,779 

営業利益 3,760 80 329 4,170 56 4,227 

事業区分 主な事業内容 

情報機器卸売等販売事業 パソコン等の二次卸売店への販売、法人顧客等への販売及びこれに関連するサービス事業 

サポート・サービス事業 
パソコン販売業者に対する商品修理等のサポート及びパソコンユーザーに対するパソコン

操作等のサポート及びこれに関連するサービス事業 

システムインテグレーシ

ョン事業 
システム開発、搬入設置工事、ネットワーク構築及びこれらに関するサービス事業 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のと

おりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,896円18銭

１株当たり中間純利益 44円82銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
43円88銭

１株当たり純資産額 1,946円90銭

１株当たり中間純利益 29円64銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
29円06銭

１株当たり純資産額 1,928円85銭

１株当たり当期純利益 93円42銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
89円68銭

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 860 570 1,795 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 860 570 1,795 

普通株式の期中平均株式数（株） 19,201,849 19,241,763 19,218,551 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 408,419 386,220 801,450 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (408,419) (386,220) (801,450) 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   4,835 1,852 4,078   

２．受取手形 ※１ 11,342 10,622 11,469   

３．売掛金   62,823 62,711 81,228   

４．たな卸資産   16,572 18,444 20,365   

５．前払費用   151 156 88   

６．繰延税金資産   597 583 655   

７．短期貸付金   384 461 204   

８．未収入金   3,430 3,817 4,545   

９．その他   12 42 8   

貸倒引当金   △120 △148 △252   

流動資産計     100,030 82.1 98,543 82.4   122,393 85.0 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※２       

(1）建物   3,817 3,670 3,730   

(2）土地   9,094 9,094 9,094   

(3）その他   705 546 608   

有形固定資産計     13,617 11.2 13,311 11.1   13,433 9.3 

２．無形固定資産         

(1）借地権   330 330 330   

(2）ソフトウェア   1,936 1,476 1,735   

(3）ソフトウェア仮勘定   12 89 12   

(4）電話加入権   78 78 78   

無形固定資産計     2,358 1.9 1,975 1.7   2,157 1.5 

３．投資その他の資産         

(1）差入保証金   1,604 1,680 1,664   

(2）繰延税金資産   324 548 496   

(3）その他   4,110 4,258 4,581   

貸倒引当金   △132 △717 △687   

投資その他の資産計     5,906 4.8 5,770 4.8   6,055 4.2 

固定資産計     21,882 17.9 21,058 17.6   21,646 15.0 

資産合計     121,913 100.0 119,601 100.0   144,039 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．支払手形 ※１ 11,785 10,233 11,434   

２．買掛金   61,893 60,452 83,395   

３．１年以内に返済予定の長
期借入金 

  980 2,132 1,450   

４．未払法人税等   403 439 1,000   

５．未払消費税等   224 348 100   

６．賞与引当金   831 857 809   

７．役員賞与引当金   25 10 60   

８．その他   2,236 2,197 2,344   

流動負債計     78,380 64.3 76,670 64.1   100,594 69.8 

Ⅱ 固定負債         

１．新株予約権付社債   1,064 1,042 1,054   

２．長期借入金   4,100 2,842 3,540   

３．退職給付引当金   603 639 602   

４．役員退職給与引当金   230 218 250   

５．その他   1,365 1,371 1,307   

固定負債計     7,364 6.0 6,113 5.1   6,754 4.7 

負債合計     85,744 70.3 82,784 69.2   107,349 74.5 

          

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     11,287 9.2   11,298 9.5   11,292 7.8 

２ 資本剰余金                    

(1）資本準備金   11,467     11,478     11,472    

(2）その他資本剰余金   0     0     0    

資本剰余金合計     11,467 9.4   11,478 9.6   11,472 8.0 

３ 利益剰余金                    

(1）利益準備金   247     247     247    

(2）その他利益剰余金                    

別途積立金   11,500     12,500     11,500    

繰越利益剰余金   1,553     1,131     2,083    

利益剰余金合計     13,300 10.9   13,878 11.6   13,830 9.6 

４ 自己株式     △56 △0.0   △62 △0.1   △60 0.0 

株主資本合計     36,000 29.5   36,593 30.6   36,535 25.4 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券評価差額
金 

    168 0.2   224 0.2   154 0.1 

評価・換算差額等合計     168 0.2   224 0.2   154 0.1 

純資産合計     36,168 29.7   36,817 30.8   36,690 25.5 

負債純資産合計     121,913 100.0   119,601 100.0   144,039 100.0 

          



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     170,770 100.0 171,179 100.0   362,240 100.0 

Ⅱ 売上原価     158,938 93.1 159,674 93.3   337,669 93.2 

売上総利益     11,832 6.9 11,504 6.7   24,571 6.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     10,523 6.1 10,553 6.1   20,978 5.8 

営業利益     1,309 0.8 950 0.6   3,593 1.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１    359 0.2 475 0.3   691 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２    264 0.2 288 0.2   588 0.2 

経常利益     1,403 0.8 1,138 0.7   3,696 1.0 

Ⅵ 特別利益 ※３    64 0.1 69 0.0   － － 

Ⅶ 特別損失 ※４    － － 475 0.3   680 0.2 

税引前中間(当期)純利益     1,468 0.9 732 0.4   3,016 0.8 

法人税、住民税及び事業
税 

  394 423 1,344   

法人税等調整額   219 614 0.4 △27 396 0.2 △0 1,343 0.4 

中間（当期）純利益     854 0.5 336 0.2   1,673 0.4 

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
11,231 11,411 － 11,411 247 9,600 2,973 12,821 △53 35,410 

中間会計期間中の変動額                    

新株の発行 56 55   55           112 

別途積立金の積立（注）           1,900 △1,900 －   － 

剰余金の配当（注）             △287 △287   △287 

役員賞与（注）             △88 △88   △88 

中間純利益             854 854   854 

自己株式の取得                 △2 △2 

自己株式の処分     0 0         0 0 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

                    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
56 55 0 55 － 1,900 △1,420 479 △2 589 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
11,287 11,467 0 11,467 247 11,500 1,553 13,300 △56 36,000 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
253 253 35,664 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行     112 

別途積立金の積立（注）     － 

剰余金の配当（注）     △287 

役員賞与（注）     △88 

中間純利益     854 

自己株式の取得     △2 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△84 △84 △84 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△84 △84 504 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
168 168 36,168 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
11,292 11,472 0 11,472 247 11,500 2,083 13,830 △60 36,535 

中間会計期間中の変動額                    

新株の発行 6 5   5           12 

別途積立金の積立           1,000 △1,000 －   － 

剰余金の配当             △288 △288   △288 

中間純利益             336 336   336 

自己株式の取得                 △3 △3 

自己株式の処分     0 0         0 0 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

                    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
6 5 0 6 － 1,000 △951 48 △2 57 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
11,298 11,478 0 11,478 247 12,500 1,131 13,878 △62 36,593 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
154 154 36,690 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行     12 

別途積立金の積立     － 

剰余金の配当     △288 

中間純利益     336 

自己株式の取得     △3 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
69 69 69 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
69 69 127 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
224 224 36,817 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
11,231 11,411 － 11,411 247 9,600 2,973 12,821 △53 35,410 

事業年度中の変動額                    

新株の発行 61 60   60           122 

別途積立金の積立（注）           1,900 △1,900 －   － 

剰余金の配当（注）             △287 △287   △287 

剰余金の配当             △288 △288   △288 

役員賞与（注）             △88 △88   △88 

当期純利益             1,673 1,673   1,673 

自己株式の取得                 △7 △7 

自己株式の処分     0 0         0 0 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                    

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
61 60 0 61 － 1,900 △890 1,009 △6 1,124 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
11,292 11,472 0 11,472 247 11,500 2,083 13,830 △60 36,535 

 
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
253 253 35,664 

事業年度中の変動額      

新株の発行     122 

別途積立金の積立（注）     － 

剰余金の配当（注）     △287 

剰余金の配当     △288 

役員賞与（注）     △88 

当期純利益     1,673 

自己株式の取得     △7 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△98 △98 △98 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△98 △98 1,025 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
154 154 36,690 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定す

ることとしております。） 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定するこ

ととしております。） 

   時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ３年～42年 

構築物    ７年～40年 

器具及び備品 ２年～20年 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ３年～42年 

構築物    ７年～40年 

器具及び備品 ２年～20年 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 なお、これに伴う損益への影響

は軽微であります。 

(追加情報) 

 法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価格との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

 なお、これに伴う損益への影響

は軽微であります。 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ３年～42年 

構築物    ７年～40年 

器具及び備品 ２年～20年 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 期間内均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に備

えるため、当事業年度末における

支給見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

 これにより前事業年度と同一の

基準を適用した場合に比べて、販

売費及び一般管理費が25百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益がそれぞれ同額減

少しております。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に備

えるため、当事業年度末における

支給見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与の支払に備

えるため、当事業年度末における

支給見込額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用しており

ます。 

 これにより前事業年度と同一の基

準を適用した場合に比べて、販売

費及び一般管理費が60百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益がそれぞれ同額減少

しております。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間期末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

年数（５年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から処理することとしてお

ります。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上し

ております。数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定年数（５

年）による定額法により、発生年

度の翌事業年度から処理すること

としております。 

  (5）役員退職給与引当金 

 役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末退職金

要支給額を計上しております。 

(5）役員退職給与引当金 

同左 

(5）役員退職給与引当金 

 役員退職金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末退職金要支

給額を計上しております。 

４．外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

５．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を採用しております。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採

用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

  ③ ヘッジ方針 

 当社の事業遂行に伴い発生する

リスクの低減を目的として、それ

ぞれのリスクに応じたヘッジ手段

を適切かつ適時に実行する方針で

あります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例処

理の要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

36,168百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

36,690百万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形        1,304百万円 

支払手形        2,204百万円 

※１．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形        1,378百万円 

支払手形        2,261百万円 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当事業年度の末日が金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。 

受取手形        1,452百万円 

支払手形        2,634百万円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

4,141百万円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

  4,417百万円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

4,320百万円 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の株式数の増加1,464株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少44株は単元未満株式の買増し

による減少であります。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の株式数の増加2,241株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少447株は単元未満株式の買増し

による減少であります。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）自己株式の株式数の増加4,307株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少444株は単元未満株式の買増し

による減少であります。 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 1百万円

受取配当金 69百万円

販売支援金 36百万円

受取賃貸料 233百万円

受取利息 8百万円

受取配当金 131百万円

販売支援金 29百万円

受取賃貸料 229百万円

受取利息 6百万円

受取配当金 73百万円

販売支援金 93百万円

受取賃貸料 465百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 57百万円

賃貸資産費用 150百万円

支払保証料 48百万円

支払利息 60百万円

賃貸資産費用 136百万円

支払保証料 43百万円

支払利息 109百万円

賃貸資産費用 326百万円

支払保証料 92百万円

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 64百万円 貸倒引当金戻入益 69百万円      ────── 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

     ────── 

 時価が下落したことによる関係会社

株式の評価損であります。 

関係会社株式評価損 475百万円 投資有価証券評価損 102百万円

貸倒引当金繰入額 577百万円

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 237百万円

無形固定資産 262百万円

有形固定資産 199百万円

無形固定資産 265百万円

有形固定資産   480百万円

無形固定資産    526百万円

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 39,176 1,464 44 40,596 

合計 39,176 1,464 44 40,596 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 43,039 2,241 447 44,833 

合計 43,039 2,241 447 44,833 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 39,176 4,307 444 43,039 

合計 39,176 4,307 444 43,039 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

  有形固定資産その他 

(器具及び備品) 

取得価額相当額 216百万円

減価償却累計額相

当額 
85百万円

中間期末残高相当

額 
131百万円

  有形固定資産その他

(器具及び備品) 

取得価額相当額 238百万円

減価償却累計額相

当額 
107百万円

中間期末残高相当

額 
131百万円

  有形固定資産その他

(器具及び備品) 

取得価額相当額 232百万円

減価償却累計額相

当額 
94百万円

期末残高相当額 138百万円

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

（注）             同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 42百万円

１年超 88百万円

 合計 131百万円

１年内 46百万円

１年超 85百万円

 合計 131百万円

１年内 46百万円

１年超 92百万円

 合計 138百万円

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

（注）             同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 24百万円

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 25百万円

支払リース料 48百万円

減価償却費相当額 48百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・ リース取引 

未経過支払リース料 未経過支払リース料 未経過支払リース料 

１年内 54百万円

１年超 77百万円

 合計 132百万円

１年内 59百万円

１年超 88百万円

 合計 147百万円

１年内 54百万円

１年超 77百万円

 合計 131百万円



（有価証券関係） 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のと

おりであります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 1,564 1,871 307 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 1,089 1,208 119 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

関連会社株式 1,564 1,543 △20 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,880円51銭

１株当たり中間純利益  44円52銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
43円59銭

１株当たり純資産額 1,913円04銭

１株当たり中間純利益 17円50銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
17円16銭

１株当たり純資産額 1,907円12銭

１株当たり当期純利益 87円06銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
83円57銭

  前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 854 336 1,673 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 854 336 1,673 

普通株式の期中平均株式数（株） 19,201,849 19,241,763 19,218,551 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 408,419 386,220 801,450 

（うち転換社債型新株予約権付社債） (408,419) (386,220) (801,450) 



(2）【その他】 

 平成19年11月１日開催の取締役会において、第26期事業年度（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）の

中間配当を次のとおり行うことを決議いたしました。 

１．中間配当金総額       288百万円 

２．１株当たり中間配当金    15円00銭 

３．中間配当支払開始日     平成19年12月６日 

（注） 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第25期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第25期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書を平成

19年９月27日関東財務局長に提出。 

(3）臨時報告書 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告

書を平成19年９月25日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月12日 

ダイワボウ情報システム株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 田原 準平  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 檀上 秀逸  印 

 
  

  
      

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダイワ

ボウ情報システム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、ダイワボウ情報システム株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 本監査報告書は原本の記載事項を電子化したものであり、署名された原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月12日 

ダイワボウ情報システム株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 田原 準平  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 檀上 秀逸  印 

 
  

  
      

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるダイワボウ情報システム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、ダイワボウ情報システム株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 本監査報告書は原本の記載事項を電子化したものであり、署名された原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月12日 

ダイワボウ情報システム株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 田原 準平  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 檀上 秀逸  印 

 
  

  
      

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダイワ

ボウ情報システム株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ダイワボウ情報システム株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 本監査報告書は原本の記載事項を電子化したものであり、署名された原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月12日 

ダイワボウ情報システム株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 田原 準平  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 檀上 秀逸  印 

 
  

  
      

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるダイワボウ情報システム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第26期事業年度の中間会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ダイワボウ情報システム株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 本監査報告書は原本の記載事項を電子化したものであり、署名された原本は当社が別途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/57
	pageform2: 2/57
	form1: EDINET提出書類  2007/12/14 提出
	form2: ダイワボウ情報システム株式会社(401347)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/57
	pageform4: 4/57
	pageform5: 5/57
	pageform6: 6/57
	pageform7: 7/57
	pageform8: 8/57
	pageform9: 9/57
	pageform10: 10/57
	pageform11: 11/57
	pageform12: 12/57
	pageform13: 13/57
	pageform14: 14/57
	pageform15: 15/57
	pageform16: 16/57
	pageform17: 17/57
	pageform18: 18/57
	pageform19: 19/57
	pageform20: 20/57
	pageform21: 21/57
	pageform22: 22/57
	pageform23: 23/57
	pageform24: 24/57
	pageform25: 25/57
	pageform26: 26/57
	pageform27: 27/57
	pageform28: 28/57
	pageform29: 29/57
	pageform30: 30/57
	pageform31: 31/57
	pageform32: 32/57
	pageform33: 33/57
	pageform34: 34/57
	pageform35: 35/57
	pageform36: 36/57
	pageform37: 37/57
	pageform38: 38/57
	pageform39: 39/57
	pageform40: 40/57
	pageform41: 41/57
	pageform42: 42/57
	pageform43: 43/57
	pageform44: 44/57
	pageform45: 45/57
	pageform46: 46/57
	pageform47: 47/57
	pageform48: 48/57
	pageform49: 49/57
	pageform50: 50/57
	pageform51: 51/57
	pageform52: 52/57
	pageform53: 53/57
	pageform54: 54/57
	pageform55: 55/57
	pageform56: 56/57
	pageform57: 57/57


